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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１１月２９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月１７日 １１時５５分ごろ 

発生場所 神奈川県藤沢市江ノ島南東方沖 

 湘南港灯台から真方位１３６°１.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°１７.２′ 東経１３９°３０.１′） 

事故の概要 漁船第五長吉
ちょうきち

丸は、北北西進中、ヨットCha
チ ャ

 Cha
チ ャ

 Ⅱは、帆走によ

り北北西進中、両船が衝突した。 

第五長吉丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、Cha Cha Ⅱは、

右舷船尾部に破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五長吉丸、０.６トン 

ＫＮ３－１２２７７（漁船登録番号）、個人所有 

６.３５ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、昭和５８年９月 

Ｂ ヨット Cha Cha Ⅱ、０.５トン 

２５３－３２６６１神奈川、個人所有 

４.８５ｍ（Lr）×１.８２ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３.７０kＷ、平成２４年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年７月１日 

    免許証交付日 平成２３年８月２５日 

           （平成２９年８月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７７歳 

二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１７年５月２７日 

    免許証交付日 平成２７年５月２５日 

           （平成３２年５月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 
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Ｂ 右舷船尾部に亀裂を伴う破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、操業を終え、船長Ａが操縦スタ

ンドに立ち、約２～３ノットの対地速力で神奈川県鎌倉市腰越
こしごえ

漁港に

向かっていた。 

 Ａ船は、江ノ島南東方沖に設置されている定置網を左舷側に見て北

北西進中、船長Ａが、船首方に帆走中のＢ船を視認していたものの、

操舵スタンド付近の床に置いていた釣りえさ
．．

の入ったバケツをひっく

り返したので、同床に散乱した釣りえさ
．．

を拾っていたところ、１１時

５５分ごろ船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船のフォアステイをつかんで船体の姿勢を確

保していたところ、海中からＢ船に這
は

い上がった船長Ｂ及びＢ船のク

ルーの無事を確認し、その後船長Ｂから所属するヨットクラブに救助

を要請した旨を伝えられたので、漁獲物を市場に出荷するために一旦

帰港することの承諾を船長Ｂ及びクルーから得て、腰越漁港に向かっ

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂほかクルー１人が乗り組み、江ノ島南東方約１.０

Ｍ沖で、ほとんど速力がない状態で帆走中、船長Ｂが船尾方約２００

ｍ付近にＡ船を視認した。 

船長Ｂは、Ａ船が、帆走中のＢ船を避けると思っていたところ、Ｂ

船を避ける様子もなく約１５０ｍに近づいたので、クルーと共に、Ａ

船に向かって大声を出し、手を振って注意を喚起したものの、更に約

３０ｍに接近してきたので、衝突の危険を感じて海に飛び込んだ。 

Ｂ船は、その直後にＡ船と衝突した。 

船長Ｂ及びクルーは、船長Ａが船体の姿勢を確保しているＢ船の船

上に這い上がり、１２時１３分ごろ、クルーが所属するヨットクラブ

に救助の要請をした。 

 所属するヨットクラブの担当者は、クルーから救助要請を受け、救

助艇をＢ船に向かわせるとともに、海上保安庁に本事故の発生を通報

した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及びクルーが乗った状態で来援した救助艇にえい
．．

航

され、所属するヨットクラブに戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、釣りえさ
．．

の入ったバケツを左舷後部甲板に置いて操業を行

っていたが、本事故当時、操舵スタンド付近の床に置いていた。 

Ｂ船は、音響信号用の笛を船首部にある物入れに入れていたが、す

ぐに取り出せる状態ではなかった。 

船長Ｂ及びクルーは、救命胴衣を着用していたものの、Ａ船との衝

突の危険を感じたとき、備え付けていた笛を吹鳴することを思い付か

なかった。 
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クルーは、Ａ船が約１５０ｍに近づいた際、セールを下ろして船外

機を使用することも考えたが、時間が掛かるので断念した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、江ノ島南東方沖の定置網付近を北北西進中、船長Ａが、船

首方にＢ船を視認していたものの、操舵スタンド付近の床に散乱させ

た釣りえさ
．．

を拾っていて船首方の見張りを行っていなかったことか

ら、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、江ノ島南東方沖において、ほとんど速力がない状態で帆走

中、船長Ｂが、船尾方から接近するＡ船に対し、クルーと共に手を振

って注意喚起を行ったものの、音響信号用の笛を用いて避航を促す信

号を行わなかったことから、衝突を回避することができず、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、音響信号用の笛を船首部にある物入れに入れていたが、

すぐに取り出せる状態ではなかったことから、同笛を使用しなかった

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、江ノ島南東方沖において、Ａ船が、北北西進中、Ｂ船

が、ほとんど速力がない状態で帆走中、船長Ａが、操舵スタンド付近

の床に散乱させた釣りえさ
．．

を拾っていて船首方の見張りを行っておら

ず、また、船長Ｂが、船尾方から接近するＡ船に対し、音響信号用の

笛を用いて避航を促す信号を行わなかったため、両船が衝突したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・航行中の動力船は、帆船の進路を避けること。 

・航行中は、操舵スタンド付近の整理整頓を行い、適切な見張りを

行えるようにしておくこと。 

・接近する船舶を認めた際、同船舶が避航動作を行っていることに

疑いがあるときは、有効な音響で避航を促すことができるよう

に、音響信号用の笛を直ちに取り出せるようにしておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年１１月１７日 

 １１時５５分ごろ発生） 
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